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(57)【要約】
　心肺圧縮板は、患者に関して構成されるボード１０を
含む。足２０は、ボードに対して枢動可能に接続される
。この足は、動作位置においてボードから少し離れて圧
縮デバイスを調節可能に固定するため、圧縮デバイスに
おいて受けられるよう構成される機械的な特徴３５を持
つ自由端部を含む。ロック機構３２、４２は、動作位置
において取り外し可能に足を維持するよう構成される。
これはボードの平面に対して横方向である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　心肺圧縮板であって、
　患者に関して構成されるボードと、
　前記ボードに枢動可能に接続される少なくとも１つの足であって、動作位置において前
記ボードから離れて前記圧縮デバイスを調節可能に固定するため、圧縮デバイスにおいて
受けられるよう構成される機械的な特徴を持つ自由端部を含む、少なくとも１つの足と、
　前記ボードの平面に対して横方向である前記動作位置において前記少なくとも１つの足
を取り外し可能に維持するよう構成されるロック機構とを有する、心肺圧縮板。
【請求項２】
　前記少なくとも１つの足が、前記ボードの端部分に配置される２つの足を含み、前記ボ
ード上に横になる患者が、前記動作位置における前記足の間に配置される、請求項１に記
載される板。
【請求項３】
　前記ボードが、前記少なくとも１つの足をストレージ位置に固定するための保持機構を
含む、請求項１に記載される板。
【請求項４】
　前記ロック機構が、前記ボードに対して内部的に配置される、請求項１に記載される板
。
【請求項５】
　前記ロック機構が、前記動作位置において前記少なくとも１つの足を係止するフランジ
を含み、前記少なくとも１つの足をストレージ位置に復元するためのリリースを含む、請
求項４に記載される板。
【請求項６】
　前記ロック機構が、前記ボードに対して外部的に配置される、請求項１に記載される板
。
【請求項７】
　前記ロック機構が、前記動作位置において前記少なくとも１つの足を係止するラッチを
含み、前記少なくとも１つの足をストレージ位置に復元するために解放可能である、請求
項６に記載される板。
【請求項８】
　前記圧縮デバイスにおいて受けられるよう構成される前記機械的な特徴が、前記少なく
とも１つの足において提供される歯と係合するよう構成される歯を含む、請求項１に記載
される板。
【請求項９】
　前記機械的な特徴が、前記少なくとも１つの足の表面を含み、第１の位置において前記
少なくとも１つの足と係合し及び保持するよう構成されて、第２の位置において前記少な
くとも１つの足から分離するよう構成されるリングを更に含む、請求項１に記載される板
。
【請求項１０】
　前記圧縮デバイスにおいて受けられるよう構成される前記機械的な特徴が、格納式の軸
受要素を受けるよう構成される表面を含み、前記軸受要素は、第１の位置において前記少
なくとも１つの足を保持し、第２の位置において前記少なくとも１つの足と分離するよう
構成される、請求項１に記載される板。
【請求項１１】
　心肺圧縮システムであって、
　患者に関して構成されるボードと、
　前記ボードに対して枢動可能に接続される少なくとも１つの足であって、機械的な特徴
を持つ自由端部を含む、少なくとも１つの足と、
　前記少なくとも１つの足の前記自由端部を受け、動作位置において前記ボードから離れ
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て前記圧縮デバイスを調節可能に固定するため、前記機械的な特徴と係合するよう構成さ
れる圧縮デバイスと、
　前記ボードの平面に対して横方向である前記動作位置において前記少なくとも１つの足
を取り外し可能に維持するよう構成されるロック機構とを有する、心肺圧縮システム。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つの足が、前記ボードの端部分に配置される２つの足を含み、前記ボ
ード上に横になる患者が、前記動作位置における前記足の間に配置され、前記ボードが、
前記足をストレージ位置に固定するための保持機構を含む、請求項１１に記載されるシス
テム。
【請求項１３】
　前記ロック機構が、前記ボードに対して内部的に配置され、前記動作位置において前記
少なくとも１つの足を係止するフランジを含み、前記少なくとも１つの足をストレージ位
置に復元するためのリリースを含む、請求項１１に記載されるシステム。
【請求項１４】
　前記ロック機構が、前記ボードに対して外部的に配置され、前記動作位置において前記
少なくとも１つの足を係止するラッチを含み、前記少なくとも１つの足をストレージ位置
に復元するために解放可能である、請求項１１に記載されるシステム。
【請求項１５】
　前記圧縮デバイスにおいて受けられるよう構成される前記機械的な特徴が、前記少なく
とも１つの足において提供される歯と係合するよう構成される歯；第１の位置において前
記少なくとも１つの足と係合し及び保持するよう構成されて、第２の位置において前記少
なくとも１つの足から分離するよう構成される前記少なくとも１つの足の表面及びリング
；又は格納式の軸受要素を受けるよう構成される表面であって、前記軸受要素が、第１の
位置において前記少なくとも１つの足を保持し、第２の位置において前記少なくとも１つ
の足と分離するよう構成される、表面の少なくとも１つを含む、請求項１１に記載される
システム。
【請求項１６】
　圧縮デバイスを位置決めする方法において、
　少なくとも１つの足を持つボードを提供するステップであって、前記少なくとも１つの
足がボードに対して枢動可能に接続され、前記少なくとも１つの足は、動作位置において
前記ボードから離れて前記圧縮デバイスを調節可能に固定するため、圧縮デバイスにおい
て受けられるよう構成される機械的な特徴を持つ自由端部を含む、ステップと、
　前記少なくとも１つの足を前記動作位置へと調整するステップと、
　前記ボードの平面に対して横方向に、前記動作位置において前記少なくとも１つの足を
係止するステップと、
　前記圧縮デバイスにおいて前記少なくとも１つの足を受けるステップと、
　前記機械的な特徴を用いて前記圧縮デバイスの位置を調整するステップとを有する、方
法。
【請求項１７】
　前記位置を調整するステップが、前記患者において減らされた若しくは除去されたプレ
ロード力で前記患者と接触するため、又は前記患者にアクセスするため前記圧縮デバイス
を後退させるため、前記圧縮デバイスの距離を調整するステップを含む、請求項１６に記
載の方法。
【請求項１８】
　前記少なくとも１つの足をストレージ位置に戻すために前記少なくとも１つの足を解放
するステップを更に有する、請求項１６に記載の方法。
【請求項１９】
　前記圧縮デバイスにおいて前記少なくとも１つの足を受けるステップが、前記圧縮デバ
イスにおける少なくとも１つの開口部において前記少なくとも１つの足を受けるステップ
を含み、前記圧縮デバイスは、前記少なくとも１つの足における前記機械的な特徴に対し
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て嵌合する機械的な特徴を含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項２０】
　前記機械的な特徴が、対応する歯、フリクションリング又は格納式のベアリングの少な
くとも１つを含む、請求項１６に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この開示は、心肺器具に関し、より詳細には自動心肺蘇生術（ＣＰＲ）システムの方法
及びデバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
機械的な心肺蘇生術（ＣＰＲ）圧縮デバイスは、手動ＣＰＲを超える多くの臨床及び実際
的な利点を提供する。米国心臓協会（ＡＨＡ）からの２０１０ガイドラインによれば、Ｃ
ＰＲ圧縮レートは、（成人に関して）少なくとも５センチメートルの深さで１分につき少
なくとも１００回の圧縮であるべきとされる。研究によれば、手動ＣＰＲはしばしば、あ
まりにゆっくり実行されて、良好な潅流を確実にするための十分な深さなしに実行される
ことがわかった。更に、手動圧縮がＡＨＡガイドラインに基づき実行される場合であって
も、介護者は速く疲れてしまう。機械的なＣＰＲデバイスは、長い時間期間にわたりＡＨ
Ａガイドラインと整合した圧縮を提供する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　胸部をプレロードすることを回避し、電極又は他のデバイスに関するクリアランスを提
供するため、いくつかの機械的なＣＰＲデバイスは、圧縮ユニットに関して上昇機能を提
供する。これは、圧縮ユニットが、患者の胸部の上で支持されることを可能にする。患者
上での適用の容易さ及び速さのため、懸架された圧縮ユニットは通常、剛性背板とは別々
の要素として格納される。それらは、患者が背板の上に置かれたあと、一緒に接続される
。治療の間、圧縮力が患者の胸部を押すとき、等しい及び反対の反応力が、圧縮ユニット
及び背板の間の機械的なインタフェースを通して送られなければならない。
【０００４】
　可能性な患者サイズの範囲に適応するため、この剛性支持部機構は、患者の胸部に圧縮
パッドを位置決めするため、高さ調整方法も提供しなければならない。圧縮ユニットがよ
り大きな患者に対応する（clear）ことができるシステムにおいて、拡張された垂直プラ
ンジャが、より小さい患者の胸部に接触するために使用されることができる。この設計は
、圧縮ユニットに関して固定された比較的高い重心を生じさせる。これは動作及び搬送の
間、デバイスの安定性に悪影響を与える可能性がある。これは、圧縮デバイスのロックに
、又は患者の胸部でのプランジャの運動にさえ貢献する可能性もある。これは、治療に悪
影響を与える、及び／又は介護者による作動をより困難にする場合がある。非常に小さい
患者に関してさえ、デバイスの全体の高さが固定される。この高さは、患者サイズに関係
なく、介護者が取扱わなければならず、及び操作しなければならない。
【０００５】
　いくつかのデザインにおいて、介護者は、患者の上に圧縮ユニットを持ち上げ、それを
位置決めし、基礎をなす背板と圧縮デバイスとが嵌合するよう、動かさなければならない
。斯かるデザインを用いると、非常に大きな及び肥満患者の脂肪組織が、背板に対する圧
縮ユニットの接続を妨げ、及び遅延させる可能性あがる。他の場合、患者の衣類及び基礎
をなすベッドシートさえ、背板に対する圧縮ユニットの速い取付けと干渉及び妨げる可能
性がある。いずれのシナリオもシステムをセットアップして、圧縮を始めるのに必要な時
間を増加させる可能性があり、患者が突然の心停止に苦しむとき、毎秒が積み重なる（co
unts）。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
　本原理によれば、心肺圧縮板は、患者に関して構成されるボードを含む。１つ又は複数
の足は、ボードに対して枢動可能に接続される。この足は、動作位置においてボードから
少し離れて圧縮デバイスを調節可能に固定するために圧縮デバイスにおいて受けられるよ
う構成される機械的な特徴を持つ自由端部を含む。ロック機構は、動作位置において取り
外し可能に足を維持するよう構成される。これはボードの平面に対して横方向である。
【０００７】
　心肺圧縮システムは、患者に関して構成されるボードと、ボードに対して枢動可能に接
続される少なくとも１つの足とを含む。この少なくとも１つの足が機械的な特徴を持つ自
由端部を含む。圧縮デバイスは、少なくとも１つの足の自由端部を受け、動作位置におい
てボードから少し離れて圧縮デバイスを調節可能に固定するために機械的な特徴と係合す
るよう構成される。ロック機構は、動作位置において取り外し可能に少なくとも１つの足
を維持するよう構成される。これはボードの平面に対して横方向である。
【０００８】
　圧縮デバイスを位置決めする方法は、少なくとも１つの足を持つボードを提供するステ
ップであって、上記少なくとも１つの足がボードに対して枢動可能に接続され、上記少な
くとも１つの足は、動作位置において上記ボードから少し離れて上記圧縮デバイスを調節
可能に固定するため、圧縮デバイスにおいて受けられるよう構成される機械的な特徴を持
つ自由端部を含む、ステップと、上記少なくとも１つの足を上記動作位置へと調整するス
テップと、上記ボードの平面に対して横断方向に、上記動作位置において上記少なくとも
１つの足を係止するステップと、上記圧縮デバイスにおいて上記少なくとも１つの足を受
けるステップと、上記機械的な特徴を用いて上記圧縮デバイスの位置を調整するステップ
とを含む。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】一実施形態による調整可能な足を持つ圧縮ボードを示す斜視図である。
【図２Ａ】一実施形態による中間位置へと調整される足を持つ圧縮ボードを示す斜視図で
ある。
【図２Ｂ】一実施形態による動作位置へと調整される足を持つ圧縮ボードを示す斜視図で
ある。
【図３】一実施形態による圧縮ボードにおいて配置される図示される内部ロック機構を示
す側面概略図である。
【図４】一実施形態による中に形成される穴を通り圧縮デバイスを受ける圧縮ボード足を
示す斜視図である。
【図５】一実施形態による嵌合歯を含む圧縮ボード足上に圧縮デバイスを係止する機械的
な特徴を示す斜視図である。
【図６】別の実施形態によるフリクションリングを含む圧縮ボード足上に圧縮デバイスを
係止する機械的な特徴を示す斜視図である。
【図７】別の実施形態による格納式のベアリングを含む圧縮ボード足上に圧縮デバイスを
係止する機械的な特徴を示す斜視図である。
【図８】別の実施形態による外部ロック機構により固定される旋回足を持つ別の圧縮ボー
ドの斜視図である。
【図９】一実施形態によるショルダーストップ特徴を示す斜視図である。
【図１０】一実施形態による動作位置において旋回足及び圧縮デバイスを持つ圧縮ボード
を示す側面の斜視図である。
【図１１】例示的な実施形態による心肺圧縮システムに関して圧縮デバイスを位置決めす
る方法を示すフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本開示におけるこれら及び他の目的、特徴及び利点は、添付の図面と共に参照される、
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その説明的な実施形態の以下の詳細な説明から明らかになる。
【００１１】
　本開示は、以下の図面を参照して好ましい実施形態の以下の説明を詳細に提供する。
【００１２】
　本原理によれば、圧縮システムは、剛性背板内に、又は、これに隣接して縮む格納式の
足又は複数の足を含む。圧縮システムは、患者の背部の下に置かれるよう構成される圧縮
ボードと、患者にわたり懸架されることができ、格納式の足と嵌合する圧縮ユニットとを
含む。圧縮ユニットは、圧縮ボードに付けられる１つ又は２つの足により支持される。こ
れらの足は、足が圧縮ボードの平面に対して平行であるストレージ位置と、足が圧縮ボー
ドに対してまっすぐで横方向である（例えば、ほぼ垂直な）動作位置との間で回転する。
この構成は、複数の有用性の利点を提供する。足は、圧縮ユニットではなく圧縮ボードに
付けられる。圧縮ボードが患者の下に位置決めされた後、足は、それらの垂直な係止され
た位置へと上方に回転される。足の回転は、足がより大きな患者の側を通ってスライドす
ることを可能にする。それらは、患者の衣類、ベッドシートなどを通り越してスライドす
る。
【００１３】
　圧縮ユニットは、足を受けるよう構成される開口部を含むことができる。圧縮ユニット
は、足の上部にスライドダウンする。これは、圧縮ユニット及び足の間の接続と干渉する
いずれのものより上でかつこれから離れてうまく足と係合する。結果として、介護者は、
圧縮ボードと圧縮ユニットとを嵌合するため、患者の脂肪組織、衣類又はベッドシートを
わきで手動で上げる及び／又は押す必要がない。介護者は、適切な接続がなされるのに、
クリアランスを探す、又ははっきりした視線を探す必要はない。本原理は、セットアップ
時間を減らし、これらの場合においてエラーに関するマージンを減らし、これにより、患
者が突然の心停止に苦しんだとき、数秒となる治療までの時間を短縮する。更に、従来設
計とは異なり、圧縮ユニットがそれに付けられる足を持たないので、圧縮ユニットは、圧
縮ユニットに一体的に接続されるそれらの拡張部を持つデバイスと比べて、より小さく、
よりバランスが保たれ、適所への操作が容易である。これは、治療の開始に関する遅延時
間を減らす。
【００１４】
　本発明は、医療器具に関して説明される。しかしながら、本発明の教示は、非常に広く
、訓練器材及び自動的な圧縮を使用する他の任意の器具に対して適用できる点を理解され
たい。いくつかの実施形態において、本原理は、複雑な生物学的又は機械的なシステムに
関する圧縮を提供することにおいて使用される。
【００１５】
　図面に示される要素は、ハードウェア及びソフトウェアの様々な組合せにおいて実現さ
れることができ、単一の要素又は複数の要素において組み合わせられることができる機能
を提供することができる。
【００１６】
　本開示は、以下の詳細な説明を添付の図面と共に参照することでより容易に理解される
ことができる。図面は、この開示の一部を形成する。この開示は、本書に記載及び／又は
示される特定のデバイス、方法、状態又はパラメータに限定されるものではなく、及び本
書において用いられる用語は、例示に過ぎないものを用いて特定の実施形態を表すためで
あり、特許請求の範囲を限定することを目的とするものではない点を理解されたい。また
、明細書及び添付の請求の範囲において用いられる単数形の冠詞「ａ」、「ａｎ」及び「
ｔｈｅ」は、複数を含むものであり、特定の数値への参照は、文脈が他の態様であること
をはっきり記載しない限り、少なくともその特定の値を含む。本書において範囲は、「約
」若しくは「およそ」１つの特定の値から、及び／又は「約」若しくは「およそ」別の特
定の値までとして表されることができる。斯かる範囲が表されるとき、別の実施形態は、
１つの特定の値から及び／又は他の特定の値までを含む。同様に、値が近似値として表さ
れるとき、「約」を用いることで、特定の値が別の実施形態を形成する点を理解されたい
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。例えば、水平、垂直、トップ、上部、下部、ボトム、左及び右といったすべての空間的
な参照は、説明目的であるにすぎず、開示の範囲内で変化されることができる点も理解さ
れたい。例えば、「上部」及び「下部」という参照は、相対的で、他に対する文脈でのみ
使用され、必ずしも「優れている」及び「劣っている」ことを意味するものではない。
【００１７】
　同様な数字が同じ又は類似する要素を表す図面を参照し、最初に図１を参照すると、格
納された足２０を持つ圧縮ボード１０が、１つの例示的な実施形態に基づき示される。圧
縮ボード１０は、剛性物質を含むことができ、以下に限定されるものではないが、金属、
プラスチック又は他の適切な物質を含む。圧縮ボード１０は、動作の間、患者の下におい
て搬送し、及び／又は取付けし、及び／又は位置調整するのを容易にするため、１つ又は
複数のリセス１２、ハンドル１４又は他の特徴を持つことができる。圧縮ボード１０は、
圧縮ボード１０に対して枢動可能に接続される１つ又は複数の足２０を含む。これらの足
２０の断面プロファイルは、円形とすることができ、又は他の任意のジオメトリ（例えば
、楕円、多角形等）を含むことができる。
【００１８】
　足２０は、圧縮ボード１０に対する接続点２６の周りで回転する。２本の足２０がある
場合、それらは互いに相互接続されることができる。その結果、それらは一緒に回転する
、又は、それらは互いに独立して回転することができる。リセス２４における水平ストレ
ージ位置において、例えばクリップ、ボールプランジャ／デテント又は他のデバイスとい
った保持機構２８が、足２０を適所に保持するため組み込まれることができる。いくつか
の実施形態において、足２０は、効率的な格納を可能にするため、テレスコープ型又はネ
スト状にされることができる。例えば、各足２０は、２つの同心的管（円筒状又は他の形
状）を含むことができる。配備のさい、内側又は外側の管（どちらかの１つはピボット点
２６に対して固定されない）が、外にスライドして、完全に伸長された位置にきちんとは
まる。他の構成も想定される。
【００１９】
　足２０は、その上部に、機械的又は係止機構３５を含む。係止機構３５は、以下に後述
されるように、圧縮ユニットを着脱可能に受け、固定するよう構成される。係止機構３５
は、足２０における表面特徴を含むことができる。これらの表面特徴は、ぎざぎざの表面
、微細に溝を彫られた表面、滑らかな表面又は粗い表面仕上げを含むことができる。任意
の数の非滑らかな仕上がり又は特徴は、単独又は組み合わせて使用されることができる。
【００２０】
　図２Ａ及び図２Ｂを参照すると、圧縮ボード１０上に横になる人又は患者３８が表され
る。図２Ａにおいて、足２０は、解放されて、上方へ回転される。図２Ｂにおいて、足２
０は動作位置において係止される。その結果、それらは、圧縮ボード１０に対してほぼ垂
直である。足２０は、圧縮ボード１０に対して内部の機構を用いてこの位置においてラッ
チされることが可能である。しかし、この機構が、ボード１０に対して外部とすることも
できる（例えば、ラッチ等）。必要に応じて、これらのラッチは、ストレージ位置に対し
て再び足２０を戻すために解放されることができる。
【００２１】
　図３を参照すると、内部ロック機構３２が例示的に示される。機構３２は、軸３４に付
けられるフランジ３３を含む。軸３４は、足２０（図示せず）に結合され、足２０がピボ
ット点２６（図１）の周りで回転するとき、足２０と共に回転する。機構３２は、フラン
ジ３３に係合するロック３９を含む。ロック３９は、矢印「Ａ」方向においてバイアスさ
れる。リリーストグル３７は、ロック３９及びフランジ３３を解放するため、矢印「Ｂ」
の方向にロック３９を移動するために使用される。これは、フランジ３３（及び足２０）
がストレージ位置に移動されることを可能にする。足２０が、動作位置に対して移動され
るとき、ストップが完全に展開された位置（図２Ｂ）に当たるまで、フランジ３３はロッ
ク３９に対して回転する。使用後、リリーストグル３７は、フランジ３３を解放するため
に使用される。内部機構３２は例示的であり、他の機構として、内部又は外部のものが、
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必要に応じて足を一緒に又は個別に固定するために使用されることができる点を理解され
たい。例えば、フランジ３３及びロック３９が、ギア、ラック及びピニオン等を含むか、
又はこれらにより置換されることができる。
【００２２】
　図４を参照すると、動力圧縮ユニット４０は、パッドアセンブリ４５を含む。これは患
者３８に対する胸部圧縮を適用する。圧縮ユニット４０は、圧縮を提供するため、電気的
に又は空気圧で動力供給されることができる。患者３８でのセットアップの間、圧縮ユニ
ット４０は、垂直な足２０上にスライドされる。各足２０は、圧縮ユニット４０における
開口部５０を通りスライドする。開口部５０は、足２０の外側表面を完全には囲わない側
面における穴若しくは開口部を含み、又は足２０を受ける他の構成を含むことができる。
圧縮ユニット４０内部の機構は、足２０に対して圧縮ユニット４０を固定する。１つ又は
複数のコントロールボタン又はハンドル５５は、介護者が、これらの固定機構６０を手動
でラッチする及び／又は解放することを可能にする。これは、介護者が、足２０上で圧縮
ユニット４０の高さを制御することを可能にする。足２０に対して圧縮ユニット４０を固
定するために、複数の異なるタイプの機構が使用されることができる。例は以下の通りで
ある。
【００２３】
　図５を参照すると、足２０に対して圧縮ユニットを固定する一実施形態は、ラックロッ
ク機構７０を含む。足２０は、その上にラック状の歯、隆起又はねじ山を持つ剛性ラック
７２を含む。圧縮ユニット４０内部において、機構７４は、剛性嵌合歯７６の対応するセ
ットを持つ。これは足２０における歯７２と係合する又はこれから分離されることができ
る。これは、その回転がラッチ若しくは解放されることができる回転ピニオン（図示省略
）により、及び／又はまっすぐなラック８０のセクションにより実行されることができる
。このセクションは、足２０における歯７２との係合位置へ／からスライドされる及び／
又は回転されることができる。
【００２４】
　図６を参照すると、圧縮ユニット４０に対して足２０を結合する別の実施形態が、固定
機構９２を含むことができる。これは足２０を囲む圧縮ユニット４０における１つ又は複
数の剛性リング９０（フリクションリング）から組み立てられる。ロック位置において、
リング９０は、足４０に対するある角度で方向付けられる。その結果、リング９０の内部
角は、足２０の外面に対して押しつけられる。リング９０及び足２０の間の結果として生
じる高い摩擦又は拘束力は、圧縮ユニット４０を適所に保持する。圧縮ユニット４０は、
スリーブ９４に接続される。これは圧縮ユニット４０における開口部又は穴５０において
、又は、これを通り形成される。レバー９６又は他のデバイスを用いてリング９０を回転
させる又は移動することは、干渉を除去するために足２０に対してより垂直となるようリ
ング９０を動かし、足２０に対する圧縮ユニット４０の自由な運動を可能にする。
【００２５】
　図７を参照すると、別の実施形態は、図５において表されるラックロック実施形態の変
形例を含む。固定された格納式のベアリング９５（例えば、金属ボール又は円筒状ローラ
）が、圧縮ユニット４０における開口部又は穴５０において提供される。接合溝９７は、
足２０において形成される。圧縮ユニット４０における機構９８は、足２０における溝９
７との固定された、係合された位置においてベアリング９５を保持し、又は圧縮ユニット
４０及び足２０の間の相対的な運動を可能にするため、ベアリング９５のボール／ローラ
ーが溝９７から外に移動することを可能にする。溝９７は、螺旋構成又は他の構成を含む
ことができる。例えば、溝９７は、中に格納式のベアリング９５を受けるセグメント又は
穴を含むことができる。一旦ベアリング９５が溝に収容されると、ベアリング９５は、機
構９８（圧縮ユニット４０）と係合し、足２０における適所にこの機構を保持する。
【００２６】
　他の機構が、上記に加えて、又は、この代わりに使用されることができる点を理解され
たい。例えば、足２０は、圧縮ユニット４０が中に受けられる対応する突起又はピンを持
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つ複数の穴又はデテントを含むことができる。
【００２７】
　図８を参照すると、別の圧縮ボード１１０が例示的に示される。ボード１１０は、これ
に対する患者の頭からつま先までの運動を防止する１つ又は複数の特徴を組み込むことが
できる。一実施形態は、ストラップが付けられることができる圧縮ボード上に固定点７５
を組み込む。これは、患者の肩に対して置かれ、ストラップの他端は、圧縮ユニット４０
及び／又は直立した足２０に付けられる。ここで、足２０は、足２０の上部にラック歯７
２を含む。足２０は、外部ロック機構又はラッチ４２によりまっすぐに支持される。他の
固定機構は、ラチェット状の機構、ギア等を含むことができる。これは、ボード１１０に
対して内部的に又は外部的に配置されることができる。
【００２８】
　図９を参照すると、患者の頭からつま先までの運動を防止する別の実施形態は、圧縮ボ
ード１１０上又は内に取り付けられる剛性ショルダーストップ１００を組み込む。ショル
ダーストップ１００は、固定された位置とすることができ、又は、それらの位置及び／若
しくは方向は、異なるサイズの患者に適応するために調整可能とすることができる。ショ
ルダーストップ１００は、上又は下に折り畳まれることができるか、又は格納を容易にす
るために収容されることができる。ある実施形態において、ショルダーストップ１００は
、着脱可能とすることができる。
【００２９】
　図１０を参照すると、自動化された圧縮を患者３８に適用するアセンブルされたセット
アップが、例示的に示される。ストレージ位置において足２０を持つ圧縮ボード１０が、
患者の背部の下に置かれた。一旦患者３８が圧縮ボード１０上にいると、足２０は上方へ
回転される。非常に大きな患者の場合、足２０は、患者３８の側を通ってスライドする。
足２０は、図示されるように垂直動作位置にラッチされる。圧縮ユニット４０は、直立し
た足２０上にスライドされる。介護者は、圧縮ボード１０に圧縮ユニット４０を接続する
ための経路からはずれて、ボード１０の高さの近くで、又は、その高さで、患者の肉、ベ
ッドシート又は他の遮蔽物を検索する又は移動させる必要はない。圧縮ユニットのパッド
アセンブリ４５が、患者の胸部に載置されると、自動化された胸部圧縮が始まることがで
きる。
【００３０】
　介護者が、足２０において圧縮ユニット４０を上下に移動するのを容易にするのを助け
るために、及び、患者の胸部への重み負荷を制限するのを容易にするのを助けるため、圧
縮ユニット４０は、その重みを支持するのを助けるために１つ又は複数のカウンターウェ
イト機構４６を組み込むことができる。なぜなら、それが、足２０を上下にスライドする
からである。一定の力のばね、バネモーター、拡張若しくは圧縮スプリング又は他の手段
のいくつかの組み合わせが、患者３８における圧縮ユニット４０の重み負荷を制限するた
めに使用されることができる。
【００３１】
　図１１を参照すると、心肺圧縮システムの動的な調整のため圧縮デバイスを位置決めす
る方法が、例示的な実施形態に基づき示される。ブロック１０２において、ボードに対し
て枢動可能に接続される少なくとも１つの足を持つボード（圧縮ボード）が提供される。
足は、動作位置においてボードから少し離れて圧縮デバイスを調節可能に固定するため、
圧縮デバイスにおいて受けられるよう構成される機械的な特徴を持つ自由端部を含む。ブ
ロック１０４において、患者は、患者の側において足又は複数の足を持つボードにわたり
置かれる。ボードは、前もって配置されることができる。例えば、ボードは、ガーニー又
は病院ベッド内若しくは上に、又は、ガーニー又は病院ベッドにビルトイン若しくはビル
トオンされることができる。ブロック１０６において、少なくとも１つの足が、動作位置
へと調整される。これは、ストレージ位置から足又は複数の足を解放し、動作位置へと足
を回転させることを含むことができる。こうして、患者の後のより低い接続が予め作られ
、ユーザは、接続点を見つけるために患者の後でベッド、ボード等を検索する必要がない
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【００３２】
　ブロック１０８において、少なくとも１つの足が、動作位置において係止されることが
できる。これはボードの平面に対して横方向である。ブロック１１０において、少なくと
も１つの足が、圧縮デバイスにおいて受けられる。少なくとも１つの足は、圧縮デバイス
における少なくとも１つの穴において受けられることができる。この場合、圧縮デバイス
は、少なくとも１つの足における機械的な特徴に嵌合する機械的な特徴を含む。機械的な
特徴は、対応する歯、フリクションリング、格納式のベアリングなどを含むことができる
。
【００３３】
　ブロック１１２において、圧縮デバイスの位置が、機械的な特徴を用いて足に沿って調
整される。圧縮デバイスの位置を調整することは、患者上にプレロード力なしに患者と接
触するよう、圧縮デバイスの距離を調整することを含むことができる。距離は、後退され
ることもできる。その結果、圧縮デバイスは、患者の胸部に対するアクセスを可能にする
経路又は患者にわたりワーキングスペースを提供する経路から外れる。
【００３４】
　ブロック１１４において、圧縮療法後、圧縮デバイスは、機械的な特徴を解放すること
により、足から除去される。ブロック１１６において、少なくとも１つの足は、少なくと
も１つの足をストレージ位置に戻すために解放されることができる。
【００３５】
　添付の特許請求の範囲を解釈するにあたり、以下の点を理解されたい。
【００３６】
　ａ）「有する」という語は、所与の請求項に記載される要素又は行為以外の他の要素又
は行為の存在を除外するものではない。
【００３７】
　ｂ）ある要素に先行する「ａ」又は「ａｎ」という語は、斯かる要素が複数存在するこ
とを除外するものではない。
【００３８】
　ｃ）請求項における任意の参照符号は、それらの範囲を制限するものではない。
【００３９】
　ｄ）複数の「手段」が、同じアイテム、又は、ハードウェア、又はソフトウェア実現に
よる構造体、又は機能により表されることができる。
【００４０】
　ｅ）特に指定がない限り、行為の特定のシーケンスが必要とされること意図するもので
はない。
【００４１】
　はね上げ式の足を受ける心肺圧縮デバイスに関して好ましい実施形態が説明されてきた
が（これは、説明目的であり、限定するものではない）、修正及び変更が、上記の教示を
考慮して当業者によりなされることができる点に留意されたい。従って、添付の特許請求
の範囲により概説される本書に開示される実施形態の範囲に含まれるものとして、本開示
の特定の実施形態において変更がなされることができる点を理解されたい。こうして、本
開示の内容が特許法により必要とされる範囲で詳細に記載されてきたが、特許証により保
護されることを望む保護の請求は、添付の特許請求の範囲に記載される。
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